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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主としてアルミニウムまたは銅を含む金属から構成されるターゲット材と支持部材とが
接合材で結合されてなるスパッタリングターゲットの前記支持部材から分離された前記タ
ーゲット材の少なくとも前記接合材が付着している面に水を９０ＭＰａ以上の圧力で噴射
することによって、前記ターゲット材から前記接合材および前記支持部材に由来する不純
物を除去し、前記水が噴射されたターゲット材の表面の少なくとも一部が梨地状となり、
算術平均粗さＲａが１０μｍを超えるようにするために用いられる装置であり、
　前記ターゲット材に水を噴射するための噴射口を少なくとも１つ備える少なくとも１つ
のノズルヘッドと、
　前記ノズルヘッドを操作するためのアクチュエータと、
　前記アクチュエータが配置され、前記ターゲット材を収容して処理するための処理室と
を含むことを特徴とする、装置。
【請求項２】
　前記ターゲット材を前記処理室内で固定するためのクランプをさらに含む、請求項１に
記載の装置。
【請求項３】
　前記ターゲット材を反転させるための反転機構をさらに含む、請求項１または２に記載
の装置。
【請求項４】
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　前記噴射口から噴射された水を回収して排水し、前記ターゲット材から除去された接合
材を含む処理物を分離するための排水機構を含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用済みスパッタリングターゲットのリサイクル処理におけるターゲット材
の洗浄方法、そのための装置、それらを使用したターゲット材の製造方法およびターゲッ
ト材、リサイクル鋳塊の製造方法およびリサイクル鋳塊に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スパッタリングターゲットは、一般に金属や合金、酸化物などのセラミックスから構成
されるターゲット材と、金属や合金で構成されるバッキングプレートやバッキングチュー
ブなどの支持部材とがハンダ材などの接合材で結合（ボンディング）されてなるものであ
り、このようなスパッタリングターゲットをスパッタリングに付すことによって基板上に
金属や酸化物などの薄膜を形成することができる。ターゲット材は、その種類によらず、
スパッタリングによって完全に消費されるものではなく、その使用後において回収され、
例えばアルミニウムや銅などの金属は再び溶解して鋳造することにより鋳塊（スラブ、イ
ンゴット）として再使用（リサイクル）することができる。
【０００３】
　スパッタリングターゲットのリサイクルに関して、例えば、特許文献１～３には、酸処
理やブラスト処理などの機械的除去によるスパッタリングターゲットの表面付着物の除去
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２３３５０号公報
【特許文献２】特開２００５－２３３４９号公報
【特許文献３】国際公開第２０１５／１５１４９８号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　酸処理やブラスト処理などの処理は、手間と時間がかかり、非常に煩雑である。また、
使用済みのターゲット材に残存する接合材の厚さは一様でない場合が主であり、特にサイ
ズの大きなフラットパネルディスプレイ用のターゲット材では顕著である。従って、希硝
酸による酸処理やブラスト処理では完全に接合材を除去することは困難であり、一部に接
合材が残存するリスクがある。さらに、ブラスト処理においては、金属やセラミックスか
らなるメディアを処理部に衝突させるため、メディアの残留が懸念され、特にターゲット
材が高純度品である場合にはメディアによる汚染が問題となる。よって、使用済みのター
ゲット材を溶解、鋳造して得られる鋳塊中には、メディアや接合材に由来する成分が不純
物として混入し得るため、回収した材料から元のターゲット材と同等の品質のターゲット
材を再生することは困難であった。また、バッキングプレートやバッキングチューブなど
の支持部材に由来する成分も不純物として混入し得る場合もある。
【０００６】
　そこで、本発明では、酸やメディアを使用することなく、使用済みターゲット材から接
合材を簡便に除去することのできるターゲット材の洗浄方法、そのための装置、それらを
使用したターゲット材の製造方法およびターゲット材、接合材および支持部材に由来する
不純物の量が低減したリサイクル鋳塊の製造方法ならびにリサイクル鋳塊の提供を課題と
する。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明者は、鋭意研究の結果、主として金属から構成されるターゲット材と、支持部材
とが接合材で結合されてなるスパッタリングターゲットにおいて、その使用後に支持部材
からターゲット材を分離し、その後、ターゲット材の接合材が付着して残存する面に水を
噴射することによってターゲット材を洗浄することで、ターゲット材から、付着した接合
材を簡便に除去できることを見出した。また、このような方法で処理したターゲット材を
原料としてリサイクル鋳塊を得ることにより、接合材および支持部材に由来する不純物の
量が大幅に低減できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００８】
　本発明は、以下のターゲット材の洗浄方法、そのための装置、それらを使用したターゲ
ット材の製造方法およびターゲット材、当該洗浄方法または装置で処理したターゲット材
を原料としてリサイクル鋳塊を得ることを特徴とするリサイクル鋳塊の製造方法、ならび
に当該製造方法によって得られるリサイクル鋳塊を提供し得るが、本発明は、以下に限定
されるものではない。
【０００９】
　［１］
　主として金属から構成されるターゲット材と、支持部材とが接合材で結合されてなるス
パッタリングターゲット（又は使用後のスパッタリングターゲット）の前記支持部材から
前記ターゲット材を分離し、少なくとも前記ターゲット材の前記接合材が付着している面
（又は付着して残存する面）に水を噴射することによって、前記ターゲット材から前記接
合材を除去することを特徴とするターゲット材の洗浄方法。
　［２］
　前記水の圧力が９０ＭＰａ以上であることを特徴とする上記［１］に記載のターゲット
材の洗浄方法。
　［３］
　前記金属がアルミニウムまたは銅であることを特徴とする上記［１］または［２］に記
載のターゲット材の洗浄方法。
　［４］
　上記［１］～［３］のいずれか１項に記載の洗浄方法によりターゲット材を処理するこ
とを含む、ターゲット材（又は使用済みターゲット材）の製造方法。
　［５］
　エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析によって、ターゲット材と支持部材とが接合材で結合さ
れてなるスパッタリングターゲットの接合材および支持部材に由来する不純物に含まれる
元素が実質的に検出されないことを特徴とする洗浄後のターゲット材（又は使用済みター
ゲット材）。
　［６］
　上記［４］に記載の製造方法より得られるターゲット材（又は使用済みターゲット材）
を原料として、前記金属を鋳造することで前記金属を含むリサイクル鋳塊を得ることを特
徴とするリサイクル鋳塊の製造方法。
　［７］
　ターゲット材と支持部材とが接合材で結合されてなるスパッタリングターゲットの接合
材および支持部材に由来する不純物の合計量が重量基準で１０ｐｐｍ未満であることを特
徴とするリサイクル鋳塊。
　［８］
　前記リサイクル鋳塊の主成分である金属がアルミニウムまたは銅であることを特徴とす
る上記［７］に記載のリサイクル鋳塊。
　［９］
　前記リサイクル鋳塊の主成分である金属がアルミニウムであり、前記不純物の合計量が
重量基準で５ｐｐｍ未満であることを特徴とする上記［８］に記載のリサイクル鋳塊。
　［１０］
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　主として金属から構成されるターゲット材と、支持部材とが接合材で結合されてなるス
パッタリングターゲットの前記支持部材から分離された前記ターゲット材の少なくとも前
記接合材が付着している面に水を噴射することによって、前記ターゲット材から前記接合
材を除去するために用いられる装置であり、
　前記ターゲット材に水を噴射するための噴射口を少なくとも１つ備える少なくとも１つ
のノズルヘッドと、
　前記ノズルヘッドを操作するためのアクチュエータと、
　前記アクチュエータが配置され、前記ターゲット材を収容して処理するための処理室と
を含む、装置。
　［１１］
　前記ターゲット材を前記処理室内で固定するためのクランプをさらに含む、上記［１０
］に記載の装置。
　［１２］
　前記ターゲット材を反転させるための反転機構をさらに含む、上記［１０］または［１
１］に記載の装置。
　［１３］
　前記噴射口から噴射された水を回収して排水し、前記ターゲット材から除去された接合
材を含む処理物を分離するための排水機構を含む、上記［１０］～［１２］のいずれか１
項に記載の装置。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、水を噴射することで接合材を簡便に除去することができるターゲット材
の洗浄方法および洗浄装置を提供することができる。また、このような方法または装置で
処理したターゲット材を原料としてリサイクル鋳塊を得ることにより、接合材および支持
部材に由来する不純物の量を大幅に低減することができる。例えば、ターゲット材が主に
アルミニウムまたは銅から構成される場合、不純物の合計量を重量基準で１０ｐｐｍ未満
とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の概要を示す概略図である。
【図２】スパッタリングターゲットのターゲット材と支持部材との結合を示す概略図であ
る。
【図３】他のスパッタリングターゲットのターゲット材と支持部材との結合を示す概略図
である。
【図４】別のスパッタリングターゲットのターゲット材と支持部材との結合を示す概略図
である。
【図５】本発明において使用することのできる装置の実施形態を模式的に示す概略斜視図
である。
【図６】本発明において使用することのできる装置の実施形態を模式的に示す概略上面図
である。
【図７】図６に示す装置のＡ－Ａでの断面を示す概略図である。
【図８】図６に示す装置のＢ－Ｂでの断面を示す概略図である。
【図９】図５～８に示すアクチュエータ１０３とノズルヘッド１０２との関係を模式的に
示す概略図である。
【図１０】排水機構の一例としての膜分離式の固液分離装置を模式的に示す概略図である
。
【図１１】排水機構の一例としての多段式の沈殿槽を模式的に示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、ターゲット材の洗浄方法、そのための装置、それらを使用したターゲット材
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の製造方法およびターゲット材、当該洗浄方法または装置で処理したターゲット材を原料
とするリサイクル鋳塊の製造方法ならびに当該製造方法で製造されるリサイクル鋳塊に関
する。
【００１３】
　例えば図１の概略図に示す通り、スパッタリングターゲットは、一般に金属を溶解し、
鋳造して得られる鋳塊を加工（例えば、得られた鋳塊に圧延、押出などの塑性加工を施し
た後、切削、研磨などの機械加工）して平板型や円筒型などの形状を有するターゲット材
を作製し、このターゲット材と、別途に作製した支持部材であるバッキングプレートやバ
ッキングチューブなどとを接合材を用いて結合又は接合することにより作製することがで
きる。スパッタリングターゲットは、本発明に従って、以下にて詳しく説明する通り、ス
パッタリングにて使用された後、ターゲット材と支持部材とに分離され、使用済みターゲ
ット材は、水を噴射することで洗浄により接合材を除去し、再び溶解して鋳造することに
よって鋳塊とすることができ（以下、「リサイクル鋳塊」と称する）、このリサイクル鋳
塊を加工することにより再びターゲット材を製造することができる。
【００１４】
　ターゲット材の洗浄方法
　本発明において、「スパッタリングターゲット」は、主として金属（元素）から構成さ
れるターゲット材と、支持部材とが接合材で結合されてなるものであり、スパッタリング
に使用され得るものであれば特に制限はない。スパッタリングターゲットが平板型の場合
、支持部材として、平板状のバッキングプレートが用いられ得る。また、スパッタリング
ターゲットが円筒型の場合、支持部材として、円筒状のバッキングチューブが用いられ得
る。ここで、円筒型ターゲット材の内部には、円筒状のバッキングチューブを挿入するこ
とができ、円筒型ターゲット材の内周部とバッキングチューブの外周部とが接合材にて結
合され得る。
【００１５】
　「ターゲット材」は、主として、金属（元素）から構成され得るものであり、例えば、
アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、鉄（Ｆｅ）、タンタル（Ｔａ）、
チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、ニ
オブ（Ｎｂ）、銀（Ａｇ）、コバルト（Ｃｏ）、ルテニウム（Ｒｕ）、白金（Ｐｔ）、パ
ラジウム（Ｐｄ）、金（Ａｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、イリジウム（Ｉｒ）およびニッケル
（Ｎｉ）からなる群から選択される金属（元素）を含むものであり、上記の金属を含む合
金であってもよく、ビッカース硬度が２００以下、好ましくは１００以下、さらに好まし
くは５０以下である金属または合金であることが好ましい。なかでも主としてアルミニウ
ム（純度９９．９９％（４Ｎ）以上、好ましくは純度９９．９９９％（５Ｎ）以上）また
は銅（純度９９．９９％（４Ｎ）以上）から構成されることが好ましい。ビッカース硬度
は、ビッカース硬さ試験（ＪＩＳ　Ｚ　２２４４：２００３）により確認することができ
る。ターゲット材の寸法、形状および構造に特に制限はない。ターゲット材として、板状
のものを使用することが好ましい。
【００１６】
　ターゲット材が板状である場合、ターゲット材の長手方向の寸法は、例えば５００ｍｍ
～４０００ｍｍ、好ましくは１０００ｍｍ～３２００ｍｍ、より好ましくは１２００ｍｍ
～２７００ｍｍである。
　幅方向（長手方向に対して垂直な方向）の寸法は、例えば５０ｍｍ～１２００ｍｍ、好
ましくは１５０ｍｍ～７５０ｍｍ、より好ましくは１７０ｍｍ～３００ｍｍである。
　厚みは、例えば５ｍｍ～３５ｍｍ、好ましくは１０ｍｍ～３０ｍｍ、より好ましくは１
２ｍｍ～２５ｍｍである。
　本発明では、例えば、大型のフラットパネルディスプレイ用のターゲット材であっても
簡便に処理することができる。
【００１７】
　支持部材が、「バッキングプレート」の場合は、主として、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ
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）、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）
、タンタル（Ｔａ）、ニオブ（Ｎｂ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）およびニッケル（
Ｎｉ）からなる群から選択される金属（元素）を含むものであり、上記の金属を含む合金
であってもよく、なかでも、銅（無酸素銅）、クロム銅合金、アルミニウム合金などであ
ることが好ましい。ターゲット材を配置することができる板状ものであれば、バッキング
プレートの寸法、形状および構造に特に制限はない。
　支持部材が、「バッキングチューブ」の場合も、構成する金属は、上記のバッキングプ
レートの場合と同様であるが、なかでも、ステンレス鋼（ＳＵＳ）、チタン、チタン合金
などであることが好ましい。バッキングチューブの寸法は、円筒型ターゲット材の内部に
挿入して接合するため、円筒型ターゲット材よりも通常長く、バッキングチューブの外径
は、円筒型ターゲット材の内径よりも僅かに小さいことが好ましい。
【００１８】
　「接合材」は、ターゲット材と支持部材との結合に寄与してスパッタリングターゲット
を形成するために使用され得るものであれば特に制限はない（図２）。接合材には、例え
ば、ハンダ材、ろう材などが含まれる。
　「ハンダ材」とは、低融点（例えば７２３Ｋ以下）の金属または合金を含む材料であり
、例えば、インジウム（Ｉｎ）、スズ（Ｓｎ）、亜鉛（Ｚｎ）、鉛（Ｐｂ）、銀（Ａｇ）
、銅（Ｃｕ）、ビスマス（Ｂｉ）、カドミウム（Ｃｄ）およびアンチモン（Ｓｂ）からな
る群から選択される金属またはその合金を含む材料などが挙げられる。より具体的には、
Ｉｎ、Ｉｎ－Ｓｎ、Ｓｎ－Ｚｎ、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｉｎ、Ｉｎ－Ａｇ、Ｓｎ－Ｐｂ－Ａｇ、Ｓ
ｎ－Ｂｉ、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ、Ｐｂ－Ｓｎ、Ｐｂ－Ａｇ、Ｚｎ－Ｃｄ、Ｐｂ－Ｓｎ－Ｓｂ
、Ｐｂ－Ｓｎ－Ｃｄ、Ｐｂ－Ｓｎ－Ｉｎ、Ｂｉ－Ｓｎ－Ｓｂなどが挙げられる。
　「ろう材」としては、ターゲット材と支持部材とを結合することができ、ターゲット材
および支持部材よりも融点の低い金属または合金であれば、特に制限なく使用することが
できる。
　接合材として、一般に低融点であるＩｎやＩｎ合金、ＳｎやＳｎ合金などのハンダ材を
使用することが好ましい。
【００１９】
　例えば、ハンダ材は、加熱によって、ターゲット材との結合面において、ターゲット材
に含まれる金属（元素）と拡散層（合金層）を形成して結合することができる。また、ハ
ンダ材は、支持部材との接合面においても、同様に支持部材に含まれる金属（元素）と拡
散層（合金層）を形成して結合することができる。従って、このようなハンダ材を使用す
ることによってハンダ層を形成し、ターゲット材と支持部材とを結合することができる（
図３）。
【００２０】
　一般に、ターゲット材や支持部材に上記のハンダ材を乗せるだけでは、ターゲット材や
支持部材の表面に存在し得る酸化膜が影響して、十分な接合強度が得られないことがある
。そのため、まずはそれらの表面に対するハンダ材の濡れ性を向上させるためにメタライ
ズ層が設けられ得る。
【００２１】
　「メタライズ」とは、一般に非金属の表面を金属膜化するために使用され得る処理方法
であり、本発明では、例えば、ターゲット材や支持部材が酸化膜を有する場合などにおい
て、メタライズ用のハンダ材を用いてターゲット材や支持部材と結合させてメタライズ層
を形成させることをいう。メタライズ層は、例えば、超音波はんだごてを使用して、超音
波の振動エネルギー(キャビテーション効果)によってターゲット材や支持部材の酸化膜を
破壊しながら、加熱によって、酸化膜中の酸素原子と共に、メタライズ用のハンダ材に含
まれる金属原子と、ターゲット材や支持部材に含まれる金属原子とを化学的に結合させる
ことによって形成され得るものである。
【００２２】
　このようにして形成され得るメタライズ層（５，５’）（図４参照）は、上記のハンダ
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層（４）とも結合することができ、ターゲット材（１）とハンダ層（４）との間、支持部
材（２）とハンダ層（４）との間に位置して、ターゲット材（１）とハンダ層（４）、支
持部材（２）とハンダ層（４）とを強固に結合する役割を果たすことができる。
【００２３】
　ハンダ層の厚みは、例えば平板型の場合は５０μｍ～５００μｍ、円筒型の場合は２５
０μｍ～１５００μｍの範囲内である。
　メタライズ層の厚みは、例えば平板型、円筒型ともに１０μｍ～１００μｍの範囲内で
ある。
【００２４】
　メタライズに使用することのできるハンダ材は、例えば、インジウム（Ｉｎ）、スズ（
Ｓｎ）、亜鉛（Ｚｎ）、鉛（Ｐｂ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、ビスマス（Ｂｉ）、カド
ミウム（Ｃｄ）およびアンチモン（Ｓｂ）からなる群から選択される金属またはその合金
を含む材料などであり、より具体的には、Ｉｎ、Ｉｎ－Ｓｎ、Ｓｎ－Ｚｎ、Ｓｎ－Ｚｎ－
Ｉｎ、Ｉｎ－Ａｇ、Ｓｎ－Ｐｂ－Ａｇ、Ｓｎ－Ｂｉ、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ、Ｐｂ－Ｓｎ、Ｐ
ｂ－Ａｇ、Ｚｎ－Ｃｄ、Ｐｂ－Ｓｎ－Ｓｂ、Ｐｂ－Ｓｎ－Ｃｄ、Ｐｂ－Ｓｎ－Ｉｎ、Ｂｉ
－Ｓｎ－Ｓｂなどが挙げられる。ターゲット材または支持部材と親和性の高い材料を適宜
選択すればよい。
【００２５】
　本発明では、例えば図１の概略図に示す通り、スパッタリングターゲットをスパッタリ
ングにて使用した後、支持部材からターゲット材を分離（剥離）する。ターゲット材を支
持部材から分離する方法に特に制限はない。例えば、上記の接合材から形成され得る接合
層（又は結合層）に熱（例えば１８０℃～３００℃）を加えて、接合層を軟化または溶融
しながら、必要に応じて物理的に接合層を破壊してターゲット材を支持部材から分離する
ことができる。
【００２６】
　ターゲット材が平板型の場合、分離した後のターゲット材において、バッキングプレー
トと結合（又は接合）していた側の面（以下、「結合面」又は「接合面」と称する場合も
ある）には、接合材の少なくとも一部が付着して残存している。なお、分離後の結合面に
付着した接合材をヘラ（例えば、シリコーン製のヘラ）などでそぎ落としても、付着した
接合材を完全に除去することはできない。また、ターゲット材のスパッタリング面におい
ても接合材が付着して残存する場合がある。その原因としては、例えば、ターゲット材の
分離の際に溶融した接合材がスパッタリング面に付着することや、分離した使用済みのタ
ーゲット材を互いに積み重ねて保管したために、結合面とスパッタリング面とが接触し、
結合面の接合材がスパッタリング面に付着することなどが挙げられる。従って、スパッタ
リング面においても当該洗浄方法を適用してもよい。
【００２７】
　ターゲット材が円筒型の場合、円筒型ターゲット材が円筒状のバッキングチューブの外
周部に接合材を用いて結合され得るため、前述の板状ターゲットの場合と同様に、分離後
のターゲット材の結合面（内周部）には接合材が付着し、完全に除去することはできない
。また、ターゲット材のスパッタリング面においても接合材が付着して残存する場合があ
る。さらには、バッキングチューブに由来する成分も不純物として混入し得る場合もある
。従って、円筒型ターゲット材においてもスパッタリング面である外周部や内周部に対し
て当該洗浄方法を適用してもよい。
【００２８】
　分離後のターゲット材における接合材の付着の存在は、例えば、エネルギー分散型蛍光
Ｘ線分析（ＥＤＸＲＦ：Energy Dispersive X-ray Fluorescence Analysis）によって確
認することができる。また、支持部材からターゲット材へと金属元素が拡散する場合もあ
り、このような金属元素についても同様にＥＤＸＲＦによって確認することができる。他
にも、波長分散型蛍光Ｘ線分析（ＷＤＸＲＦ：Wavelength Dispersive X-ray Fluorescen
ce Analysis）、電子線プローブマイクロアナリシス（ＥＰＭＡ：Electron　Probe　Micr
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o　Analysis）、オージェ電子分光法（ＡＥＳ：Auger Electron Spectroscopy）、Ｘ線光
電分光法（ＸＰＳ：X-ray Photoelectron Spectroscopy）、飛行時間型二次イオン質量分
析法（ＴＯＦ－ＳＩＭＳ：Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry)、レーザ
ー照射型誘導結合プラズマ質量分析（ＬＡ－ＩＣＰ－ＭＳ：Laser Ablation Inductively
 Coupled Plasma Mass Spectrometry）、Ｘ線回折法（ＸＲＤ：X-ray　Diffraction　Ana
lysis）などの分析方法でも、接合材、支持部材に由来する不純物は確認可能であるが、
分析の簡便さ、分析範囲の広さから、ＥＤＸＲＦ、ＷＤＸＲＦでの確認が好ましい。
【００２９】
　ここで、接合材が付着した分離後のターゲット材をそのまま使用して、後続のリサイク
ル処理において、溶解、鋳造により、鋳塊（以下、「スラブ」または「インゴット」と称
する場合もある）を製造し、この鋳塊から再びターゲット材を製造すると、付着した接合
材の成分に由来する不純物が混入する。また、支持部材からターゲット材へと金属元素が
拡散して不純物として混入する場合もあり、このような金属元素もまた、不純物として鋳
塊中に混入する場合がある。
【００３０】
　そこで、本発明では、使用済みのターゲット材を支持部材から分離した後、少なくとも
ターゲット材の接合材が付着して残存する面に水を噴射することによってターゲット材を
洗浄して、付着した接合材をターゲット材から除去することができる（図１）。
【００３１】
　水の噴射方法に特に制限はないが、以下の条件で水を噴射することが好ましい。
【００３２】
　水の噴射は、例えば、ポンプを用いて行うことができ、高圧で水を噴射することが好ま
しい（以下、「ウォータージェット」と称する場合もある）。水を噴射する圧力は、例え
ば９０ＭＰａ以上であり、好ましくは９０ＭＰａ～３５０ＭＰａ、より好ましくは１５０
ＭＰａ～２８０ＭＰａ、さらに好ましくは１５０ＭＰａ～２５０ＭＰａである。接合材、
特に化学的に強固に結合したメタライズ層を除去するには噴射圧が低いと洗浄効果が十分
でない場合があり、逆に噴射圧が高すぎるとメタライズ層を超えてターゲット材自体を深
く削ってしまい、歩留りが悪くなったり、設備費が高くなる場合がある。
【００３３】
　水の噴射は、複数の噴射口（又はノズル）を有する回転式（又は回転可能）のノズルヘ
ッドを用いて行うことが好ましい。ノズルヘッドの形状に特に制限はなく、ノズルヘッド
のターゲット材に対向して面する側の面（又はノズルを設置する側の面）の形状は、例え
ば、三角形、四角形などの多角形、円形、楕円形であるが、回転させて水を噴射するため
、円形および正方形などの正多角形が好ましく、真円形がより好ましい。また、平板型タ
ーゲット材の接合面を処理する場合には、ノズルヘッドの回転軸に対して略平行な方向に
水が噴射されるように噴射口を取り付けることができるノズルヘッドを使用することが好
ましい。円筒型ターゲット材の接合面（内周部）を処理する場合には、ノズルヘッドの回
転軸に対して略垂直な方向に水が噴射されるように噴射口を取り付けることができるノズ
ルヘッドを使用することが好ましい。
【００３４】
　１つのノズルヘッドに設ける噴射口の数（又はノズル数）に特に制限はなく、例えば１
個以上、好ましくは１個～１５個、より好ましくは３個～１０個である。ノズル数は、ノ
ズルヘッドのサイズに合わせて適宜決定すればよく、ノズル数が少ないと削り残しができ
たり、処理時間が長くなる場合がある。また、ノズル数が多いと総吐出量が増加するため
、より大型かつ高価なポンプが必要となり、設備費が高くなる場合がある。複数の噴射口
をノズルヘッドに設けた場合には、噴射口をノズルヘッドの同径位置に配置してもよいし
、異径位置に配置してもよい。また、同径配置、異径配置の組み合わせであってもよい。
【００３５】
　噴射口の寸法（ノズル径）は、例えば０．１ｍｍ以上、好ましくは０．１５ｍｍ～０．
５０ｍｍ、より好ましくは０．２ｍｍ～０．３５ｍｍである。径が同一の噴射口をノズル
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ヘッドに装着してもよいし、径の異なる噴射口を組み合わせてノズルヘッドに装着させて
もよい。
【００３６】
　水の吐出量（又は水量）は、噴射する水の圧力や噴射口の寸法に応じて変化し、大きく
なるほど洗浄効果は高くなる。１つのノズルヘッドの全噴射口から噴射される水の総吐出
量は、例えば２．０Ｌ／ｍｉｎ以上であり、好ましくは２．０Ｌ／ｍｉｎ～４２Ｌ／ｍｉ
ｎ、より好ましくは５．０Ｌ／ｍｉｎ～３０Ｌ／ｍｉｎであり、さらに好ましくは５．０
Ｌ／ｍｉｎ～２０Ｌ／ｍｉｎである。
【００３７】
　水の噴射は、ターゲット材の処理面に対して一定の距離を保ちながら、一定の速度で水
平方向に帯状（ライン状）に移動して行うことが好ましい。また、水の噴射は、同一箇所
において、数回、好ましくは１回～３回重ねて行ってもよい。あるいは、１回の水の噴射
における処理幅がターゲット幅より小さい場合などは、ライン状で部分的に重複（オーバ
ーラップ）させて水を噴射させてもよい。
【００３８】
　ノズルヘッドの移動速度は、例えば１００ｍｍ／ｍｉｎ以上、好ましくは５００ｍｍ／
ｍｉｎ～７０００ｍｍ／ｍｉｎ、より好ましくは９００ｍｍ／ｍｉｎ～５０００ｍｍ／ｍ
ｉｎである。移動速度が小さいと処理時間が長くなり、移動速度が大きいと洗浄効果が十
分でない場合がある。
【００３９】
　ノズルヘッドの回転速度は、例えば５００ｍｉｎ－１以上、好ましくは５００ｍｉｎ－

１～４０００ｍｉｎ－１、より好ましくは９００ｍｉｎ－１～２５００ｍｉｎ－１である
。回転速度が小さすぎると、ノズルの数によってはターゲット材全面に水が当たらず、削
り残しができる場合があり、回転速度が大きすぎると、ターゲット材に当たった際の衝撃
が小さくなるため、十分な洗浄効果が得られない場合がある。
【００４０】
　ノズルヘッドとターゲット材との間の距離（又はノズル距離）は、例えば１０ｍｍ以上
、好ましくは１５ｍｍ～１００ｍｍ、より好ましくは２０ｍｍ～７０ｍｍである。距離が
近すぎると、ターゲット材に当たって跳ね返った水の影響を受け、十分な洗浄効果が得ら
れない場合があり、距離が大きすぎると、ターゲット材に当たった際の衝撃が小さくなる
ため、十分な洗浄効果が得られない場合がある。
【００４１】
　噴射される水は、ノズルが詰まるような粒子状の不純物や埃等が含まれていないもので
あれば特に制限はなく、例えば水道水や純水の使用が挙げられる。また、ポンプとノズル
との間にフィルターを設けて、かかるフィルターを通して水を噴射してもよい。
【００４２】
　水の噴射の方向は、ターゲット材に水が当たる角度であれば特に制限はなく、ターゲッ
ト材に対して垂直であっても斜めであってもよい。例えば、噴射口の角度（噴射口の中心
軸とターゲット材への垂線とのなす角）は、０°～６０°、好ましくは０°～４５°、よ
り好ましくは５°～４５°、さらに好ましくは５°～３０°、よりさらに好ましくは８°
～３０°、特に好ましくは１０°～２５°である。ターゲット材に対して斜めから水を噴
射した場合、ノズルヘッドが回転しているため、垂直に噴射する場合よりも処理幅が大き
くなる。また、ターゲット材に当たった水が処理面に留まらず、外側に逃げるため、洗浄
効果の向上も期待される。さらに、ノズルヘッドから斜めに水が噴射されると、ノズルヘ
ッドをターゲット材の上方に位置させた状態で側面の洗浄も実施できる。ターゲット材の
接合面の処理、スパッタリング面の処理、側面の処理に関して、ターゲット材をセットし
直したり、ノズルヘッドの位置を変更したりする必要がないため、処理時間を短縮するこ
とができる。ただし、角度をつけすぎると、ターゲット材とノズルとの間の距離が大きく
なる。また、ターゲット材に当たった際の衝撃が小さくなるため、十分な洗浄効果が得ら
れない恐れがある。複数の噴射口をノズルヘッドに設けた場合には、各ノズルの角度は同
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一であってもよいし、異なっていてもよい。それぞれの噴射口の角度は、所望する処理幅
や水が当たらないことによる削り残しができないように適宜決定すればよい。
【００４３】
　前記ノズルヘッドは、ターゲット材１枚当たりの処理時間を短縮させるため、複数のノ
ズルヘッドを同時に走査させてもよい。
【００４４】
　上記では回転式のノズルヘッドを使用した場合について説明したが、ターゲット材を回
転させることができる場合や、水が線状に噴射される平射型ノズルヘッドを用いる場合に
は、固定式のノズルヘッドを用いてもターゲット材を効率的に洗浄することができる。
【００４５】
　使用済みターゲット材の接合面から、洗浄により接合材やメタライズ層の除去が十分に
行われると、その洗浄された表面は梨地状となり得る。また、洗浄時のノズルヘッドの動
きに応じた周期的な加工痕（鱗状、らせん状等）が形成されていてもよい。梨地状となっ
た場合、例えば洗浄された表面の波長３００ｎｍ～１５００ｎｍにおける正反射率は１．
０％以下であり、接合材および支持部材に由来する不純物が十分に除去されたことを確認
するには０．７％以下であることが好ましい。さらに、波長３００ｎｍ～１５００ｎｍに
おける各入射光の波長に対する正反射率の変化率（洗浄された表面の正反射率／洗浄前の
表面の正反射率）が、０．０２５以上０．８５以下、好ましくは０．０５以上０．７５以
下、より好ましくは０．０８以上０．６０以下、さらに好ましくは０．１０以上０．４０
以下となるように洗浄処理すると、接合材および支持部材に由来する不純物が十分に除去
されたことを確認できるとともに、ターゲット材を必要以上に削りすぎることを防ぐこと
ができる。
　また、算術平均粗さＲａは、５μｍ以上であり、接合材および支持部材に由来する不純
物が十分に除去されたことを確認するには１０μｍ以上であることが好ましく、洗浄前後
での算術平均粗さＲａの変化率（洗浄された表面の算術平均粗さＲａ／洗浄前の表面の算
術平均粗さＲａ）が、４以上８０以下、好ましくは５以上５０以下、より好ましくは７．
５以上２０以下、さらに好ましくは１０以上１５以下となるように洗浄処理をするとよい
。通常、算術平均粗さＲａは、１００μｍ以下、好ましくは５０μｍ以下である。算術平
均粗さＲａが大きすぎると、埃や砂等の異物が付着しやすかったり、酸化膜の厚さが厚く
なり、リサイクル鋳塊中の不純物が増加する恐れがある。
【００４６】
　本発明の洗浄方法によると、ＥＤＸＲＦの検出下限界（通常、検出下限界は元素によっ
て異なるが、例えば、接合材に由来する不純物の検出下限界は０．０１重量％程度であり
、例えばインジウムでは０．０１重量％である）よりも低い値にまで接合材および支持部
材に由来する不純物の量を低減することができ、洗浄後のターゲット材において、接合材
および支持部材に由来する不純物に含まれる元素が実質的に検出されない（又は洗浄後の
ターゲット材が、接合材および支持部材に由来する不純物に含まれる元素を実質的に含ま
ない）ことを特徴とする。
【００４７】
　本発明において、「接合材および支持部材に由来する不純物に含まれる元素が実質的に
検出されない」（又は「接合材および支持部材に由来する不純物に含まれる元素を実質的
に含まない」）とは、上述の通り、ＥＤＸＲＦの検出下限界よりも小さく、ＥＤＸＲＦで
は検出できない程度にまで、接合材および支持部材に由来する不純物に含まれる元素の量
が低減することを意味する。
【００４８】
　また、本発明の洗浄方法は、フライスによる切削加工のように、一定の高さの位置で平
面に加工するような方法とは異なり、噴射された水が当たったターゲット材（又はワーク
）の表面だけを効率よく削り取る方法であるため、ターゲット材に凹凸や歪みが存在して
いても高い歩留まりでの処理が可能であり、ターゲット材の接合面だけでなく、スパッタ
リングにより形成された凹凸を有するターゲット材のスパッタリング面や円筒ターゲット
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内部の接合面の洗浄処理にも適している。さらに、本発明の洗浄方法は、処理面の高さを
気にせずワークをセッティングできるため、セッティングや洗浄に時間を要することなく
簡便に行うことがでるので、ブラストや切削などの従来の方法と比べて多くの利点を有す
る。
【００４９】
　装置
　本発明は、上述の洗浄方法において使用することのできる装置にも関する。詳しくは、
上述の主として金属から構成されるターゲット材と、支持部材とが接合材で結合されてな
るスパッタリングターゲットの支持部材から分離されたターゲット材（又は使用済みのタ
ーゲット材）の少なくとも接合材が付着している面に水を噴射することによって、ターゲ
ット材から接合材を除去するために用いられる装置に関する（以下、単に「洗浄装置」と
称する場合もある）。
【００５０】
　洗浄装置は、少なくとも、以下の構成（ａ）～（ｃ）を含み得る。
（ａ）ターゲット材に水を噴射するための噴射口を少なくとも１つ備える少なくとも１つ
のノズルヘッド
（ｂ）ノズルヘッドを操作または移動させるためのアクチュエータ
（ｃ）アクチュエータが配置され、ターゲット材を収容して処理するための処理室
【００５１】
　例えば、図５～８に示す通り、装置１００は、少なくとも、
　　使用済みターゲット材（又はワーク）１０１に水を噴射することのできる少なくとも
１つの噴射口（図示せず）を備える少なくとも１つのノズルヘッド１０２と、
　　ノズルヘッド１０２を操作する（又は移動させる）ことのできるアクチュエータ、好
ましくはＸ軸スライダ１０３Ｘと、Ｙ軸スライダ１０３Ｙと、Ｚ軸スライダ１０３Ｚとを
備え、ノズルヘッド１０２をＸＹＺ軸のいずれの方向にも移動させることができるように
構成されたアクチュエータ１０３と、
　　アクチュエータを配置することができ、なおかつターゲット材１０１を収容して処理
（又は洗浄）することのできる処理室１０４と
を含む。
　図示する態様において、ターゲット材１０１は平板型で記載されているが、装置１００
において使用することのできるターゲット材１０１は、平板型に限定されるものではない
。
【００５２】
・ノズルヘッド
　ノズルヘッドは、水を噴射することのできる噴射口（又はノズル）を少なくとも１つ備
えるものであれば、特に制限なく使用することができる。また、使用するノズルヘッドの
数にも特に制限はない。複数のノズルヘッドを使用する場合には、ノズルから噴射される
水が互いに干渉しないように適切に間隔を開けて配置することが好ましい。
　さらに、本発明の装置は、ワークの側面に水を噴射して洗浄するためのノズルヘッド（
又はサイドノズルヘッド）を別途に備えていてもよい。ワークの側面（Ｘ－Ｚ面および／
またはＹ－Ｚ面）を処理するために使用されるノズルヘッドの数および配置する位置に特
に制限はない。
　ノズルヘッドとして、上述の「ターゲット材の洗浄方法」において詳しく説明したもの
を適宜、制限なく使用することができる。
　また、ノズルヘッドを回転させるためのロータリーユニットをさらに備えていてもよい
。
【００５３】
・アクチュエータ
　アクチュエータとしては、例えば、電気、油圧、空気圧などによる駆動力を利用して、
ノズルヘッドを操作または移動させることができるものを使用すればよい。好ましくはＸ
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軸、Ｙ軸およびＺ軸の少なくとも一方向、より好ましくはＸ軸、Ｙ軸およびＺ軸の全ての
方向にそれぞれ任意に適切にノズルヘッドを移動させることができるものを使用する。
　より具体的には、Ｘ軸、Ｙ軸およびＺ軸の全ての方向にノズルヘッドを移動させるため
に、例えば、図５～９（特に、図９）に示す通り、Ｘ軸スライダ１０３Ｘと、Ｙ軸スライ
ダ１０３Ｙと、Ｚ軸スライダ１０３Ｚとを備える３軸組合せタイプのアクチュエータ１０
３を使用することができる。
【００５４】
　ノズルヘッド１０２は、例えば、必要に応じてロッド１０６などを介して、Ｚ軸スライ
ダ１０３Ｚに直接又は間接的に結合することができるように構成されていて、Ｚ軸スライ
ダ１０３Ｚによって、Ｚ軸方向（上下方向あるいはターゲット材１０１の被処理面に対し
て近づく方向または遠ざかる方向）にノズルヘッド１０２を移動させることができる（図
９）。また別の態様では、Ｚ軸スライダ１０３Ｚは、その内部をロッド１０６が貫通して
通過するように構成されていてもよい。
【００５５】
　Ｚ軸スライダ１０３Ｚは、Ｙ軸スライダ１０３Ｙに物理的または機械的に結合すること
ができるように構成されていて、Ｙ軸スライダ１０３Ｙによって、ノズルヘッド１０２を
スライダ１０３ＺとともにＹ軸方向（ターゲット材１０１の進行方向または図示する装置
１００もしくはターゲット材１０１の長手方向に対して垂直な方向）に沿って移動させる
ことができる（図９）。
【００５６】
　Ｙ軸スライダ１０３Ｙは、Ｘ軸スライダ１０３Ｘに物理的または機械的に結合すること
ができるように構成されていて、Ｘ軸スライダ１０３Ｘによって、ノズルヘッド１０２を
スライダ１０３Ｙおよび１０３ＺとともにＸ軸方向（ターゲット材１０１の進行方向また
は図示する装置１００もしくはターゲット材１０１の長手方向）に沿って移動させること
ができる（図９）。また、Ｙ軸スライダ１０３ＹのＸ軸スライダ１０３Ｘと結合する端部
とは反対側の端部は、Ｘ軸スライダ１０３Ｘと平行して配置され得るサポートガイド（又
はガイドレール）と係合していてもよい。
【００５７】
　このようなスライダ１０３Ｘ、１０３Ｙおよび１０３Ｚを含むアクチュエータ１０３（
図９）の使用により、ノズルヘッド１０２をＸ軸、Ｙ軸およびＺ軸の３方向に適切に移動
させることができる。
【００５８】
　スライダ１０３Ｘ、１０３Ｙおよび１０３Ｚは、電気、油圧、空気圧などによる駆動力
を利用して互いにスライド可能に移動させることができる限り、その駆動様式や結合様式
に特に制限はない。
【００５９】
　アクチュエータによるノズルヘッドの移動および水の噴射は、電子的なプログラムによ
って制御されていてもよい。その場合、各スライダは、電気ケーブルなどで適切に接続さ
れていてもよい。ノズルヘッドの移動速度および水の噴射については、上記の「ターゲッ
ト材の洗浄方法」において定義した通りに制御することが望ましい。
【００６０】
　アクチュエータは、防水仕様であってもよく、防水仕様であることで、噴射された水や
ターゲット材に当たって生じる水しぶきがアクチュエータに触れることで生じる錆や油切
れによる不具合を防ぐことができる。また、アクチュエータの各スライダを電気ケーブル
で接続する場合、電気ケーブルについても、防水仕様であることが好ましい。
【００６１】
　図示する実施形態のように、ノズルヘッドから垂直下方に水を噴射してもよいが、ノズ
ルヘッドの角度を変更することのできる機構を必要に応じてさらに配置してもよい。その
場合、電子的なプログラムによって、ノズルヘッドの角度についても、あわせて制御する
ことができる。また、このような機構によって、円筒型のターゲット材については、より
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効率よく洗浄することができる。
【００６２】
　アクチュエータとしては、例えば、株式会社アイエイアイ（ＩＡＩ）製の３軸組合せタ
イプの産業用ロボットを使用してもよい。
【００６３】
　尚、本発明の装置で使用することのできるアクチュエータは、上記のものに限定して解
釈されるべきではない。
【００６４】
・処理室
　処理室は、上述のアクチュエータをノズルヘッドとともに配置することができ、ターゲ
ット材を収容して、上述の「ターゲット材の洗浄方法」に従って、ターゲット材を処理す
ることを主な目的とする。
【００６５】
　また、処理室内でターゲット材を処理することによって、ノズルヘッドから噴射された
水がターゲット材に当たって生じる水しぶきや、ターゲット材から除去された接合材を含
む固体の処理物（又は粉塵）が周囲に飛散して環境を汚染するのを防止することができる
。
【００６６】
　例えば、図５～８に示す通り、処理室１０４は、矩形の本体を有し、その上部が開放さ
れていて、アクチュエータ（具体的には、図９に示すスライダ１０３Ｘ、１０３Ｙ、１０
３Ｚを含むアクチュエータ１０３）を配置することができるように構成されている。
【００６７】
　処理室１０４の寸法に特に制限はなく、大型のスパッタリングターゲット用のターゲッ
ト材を処理することができることが好ましい。
【００６８】
　図示する実施形態のようにターゲット材１０１をその長手方向に沿って搬送する場合、
処理室１０４のＸ軸方向の寸法とＹ軸方向の寸法との比（Ｘ／Ｙ）は、例えば３／１６～
１０／１、好ましくは１／２～１０／３、より好ましくは６／７～７／３である。
　Ｘ軸方向の寸法とＺ軸方向の寸法との比（Ｘ／Ｚ）は、例えば１／３～１０／１、好ま
しくは１／２～４／１、より好ましくは５／６～３５／１２である。
　Ｙ軸方向の寸法とＺ軸方向の寸法との比（Ｙ／Ｚ）は、例えば１／５～８／１、好まし
くは３／５～２／１、より好ましくは５／６～３５／２４である。
【００６９】
　上記の場合、Ｘ軸方向の寸法は、具体的には、例えば７５０ｍｍ～５０００ｍｍ、好ま
しくは１０００ｍｍ～４０００ｍｍ、より好ましくは１５００ｍｍ～３５００ｍｍである
。
　Ｙ軸方向の寸法は、具体的には、例えば５００ｍｍ～４０００ｍｍ、好ましくは１２０
０ｍｍ～２０００ｍｍ、より好ましくは１５００ｍｍ～１７５０ｍｍである。
　Ｚ軸方向の寸法は、具体的には、例えば５００ｍｍ～２５００ｍｍ、好ましくは１００
０ｍｍ～２０００ｍｍ、より好ましくは１２００ｍｍ～１７５０ｍｍである。
【００７０】
　図示する実施形態では、以下にて詳細に説明するベルトコンベア、ローラーなどの搬送
手段１０５を用いることによって、ターゲット材１０１をその長手方向に沿って搬送し、
処理室１０４の内部にてターゲット材を処理することができるが、ターゲット材１０１の
幅方向（長手方向に垂直な方向）に沿って（例えば、Ｙ軸に沿って）ターゲット材１０１
を搬送して、処理室１０４の内部にてターゲット材１０１を処理してもよい。
【００７１】
　ターゲット材１０１をその幅方向（長手方向に垂直な方向）に沿って搬送する場合、処
理室１０４のＸ軸方向の寸法とＹ軸方向の寸法との比（Ｘ／Ｙ）は、例えば３／１６～１
０／１、好ましくは１／２～１０／３、より好ましくは６／７～７／３である。
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　Ｘ軸方向の寸法とＺ軸方向の寸法との比（Ｘ／Ｚ）は、例えば１／３～１０／１、好ま
しくは１／２～４／１、より好ましくは５／６～３５／１２である。
　Ｙ軸方向の寸法とＺ軸方向の寸法との比（Ｙ／Ｚ）は、例えば１／５～８／１、好まし
くは３／５～２／１、より好ましくは５／６～３５／２４である。
【００７２】
　上記の場合、Ｘ軸方向の寸法は、具体的には、例えば７５０ｍｍ～５０００ｍｍ、好ま
しくは１０００ｍｍ～４０００ｍｍ、より好ましくは１５００ｍｍ～３５００ｍｍである
。
　Ｙ軸方向の寸法は、具体的には、例えば５００ｍｍ～４０００ｍｍ、好ましくは１２０
０ｍｍ～２０００ｍｍ、より好ましくは１５００ｍｍ～１７５０ｍｍである。
　Ｚ軸方向の寸法は、具体的には、例えば５００ｍｍ～２５００ｍｍ、好ましくは１００
０ｍｍ～２０００ｍｍ、より好ましくは１２００ｍｍ～１８００ｍｍである。
【００７３】
　搬送手段１０５を用いる場合、処理室１０４には、搬送手段１０５およびターゲット材
１０１が通過するための一対の開口部（搬入口、搬出口）を有していてもよい。ターゲッ
ト材１０１を通過させることができる限り、開口部の寸法に特に制限はない。
【００７４】
　図示する実施形態のようにターゲット材１０１をその長手方向に沿って搬送する場合、
開口部のＹ軸方向の寸法は、例えば１００ｍｍ以上であり、好ましくは１５０ｍｍ～１５
００ｍｍ、より好ましくは２００ｍｍ～１０００ｍｍ、さらにより好ましくは２５０ｍｍ
～５００ｍｍであり、Ｚ軸方向の寸法は、例えば１０ｍｍ以上であり、好ましくは１２ｍ
ｍ～３００ｍｍ、より好ましくは２０ｍｍ～２００ｍｍ、さらにより好ましくは４５ｍｍ
～１５０ｍｍである。
【００７５】
　ターゲット材１０１をその幅方向（長手方向に垂直な方向）に沿って搬送する場合、開
口部のＸ軸方向の寸法は、例えば５００ｍｍ以上であり、好ましくは７５０ｍｍ～４００
０ｍｍ、より好ましくは１０００ｍｍ～３５００ｍｍ、さらにより好ましくは１５００ｍ
ｍ～３０００ｍｍであり、Ｚ軸方向の寸法は、例えば１０ｍｍ以上であり、好ましくは１
２ｍｍ～３００ｍｍ、より好ましくは２０ｍｍ～２００ｍｍ、さらにより好ましくは４５
ｍｍ～１５０ｍｍである。
【００７６】
　上記実施形態では、ターゲット材１０１を搬送可能な装置について述べたが、本発明の
洗浄装置は、搬送手段１０５を設けなくてもよい。
【００７７】
　尚、図５に示す実施形態では、処理室１０４の内部の様子がよく見えるように、その側
面（Ｘ－Ｚ面）においても開口部を有するように示しているが、このような開口部は、存
在していても、存在していなくてもよい。このような開口部が存在する場合、かかる開口
部には、開閉式のドア（例えば、観音開きドア）を設けて、水しぶきや粉塵の飛散を防止
してもよい。このようなドアを設けることによって、処理室１０４の内部でのメンテナン
スが簡便となるので好ましい。
【００７８】
　処理室１０４の内部の底部には、ノズルヘッドから噴射されてターゲット材１０１を洗
浄した後の水（ターゲット材から除去された接合材を含む固体の処理物（又は粉塵）を含
む）（以下、「処理水」と呼ぶ）を一時的に貯留するためのプール（図示せず）を備えて
いてもよい。
【００７９】
　また、処理室１０４の内部には、処理水を排出するための排出口（図示せず）を有して
いてもよい。排出口は、処理室１０４の底面に配置されていてもよいが、処理物が堆積し
て排出口を塞ぐ場合もあり得るので、底面から、例えば１ｍｍ～５０ｍｍ、好ましくは１
０ｍｍ～２５ｍｍの間隔を開けて側面に配置することもできる。排出口は、処理水を排出
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することができれば、その形状、寸法および構造に特に制限はない。
【００８０】
　さらに、処理室１０４の内部には、処理室１０４の内壁面に付着した処理物を洗い流す
ためのシャワー機構を任意に備えていてもよい。
【００８１】
　尚、本発明の装置で使用することのできる処理室は、上記のものに限定して解釈される
べきではない。
【００８２】
　その他の構成
　装置は、上記の構成に加えて、他の構成を含んでいてもよい。
【００８３】
・クランプ
　本発明の装置は、ターゲット材を処理室内で固定するためのクランプをさらに含んでい
てもよい。ターゲット材をクランプで固定することによって、洗浄処理の間にターゲット
材が動かないように固定することができる。処理室内において、クランプを配置する位置
に特に制限はない。ターゲット材の側面をその両側から固定することが好ましい。そのよ
うに固定することで、ターゲット材の被処理面がクランプで覆われることなく、被処理面
の全面にわたって水を噴射することができる。
　また、ターゲット材が変形している場合、例えば、弓なりに曲がっている場合などには
、ターゲット材の上側から水を噴射すると、ターゲット材が振動して洗浄処理のパフォー
マンスが低下する場合もあるが、上述のようにターゲット材の側面をクランプで固定する
ことによって、ターゲット材の振動を抑制することができる。
　尚、ターゲット材の反りが少ない場合や、ターゲット材の下側に土台がある場合には、
ターゲット材の鉛直上方から水を噴射するため、予め決定した所定の位置からターゲット
材が移動しないように固定するだけでよい。
　また、予め決定した所定の位置にターゲット材をクランプで固定することによって（タ
ーゲット材の位置決め）、ノズルヘッドの操作の際に０点調整（処理範囲の指定）を行う
必要がなくなるという利点も得られる。
　クランプの形状および寸法に等に制限はないが、上述のようにターゲット材の側面をそ
の両側から固定することのできるクランプを使用することが好ましい。例えば、株式会社
イマオコーポレーション、津田駒工業株式会社製のサイドクランプなどを使用することが
できる。クランプの数、クランプを配置する位置に特に制限はなく、ターゲット材にあわ
せて適宜決定すればよい。
　クランプの機構は、自動であっても、手動であってもよいが、大型のターゲット材を固
定する作業を簡便化するためには、所定の位置にターゲット材を設置した際に、ターゲッ
ト材の側面をその両側から挟み込むような自動式であるほうが好ましい。また、クランプ
が手動式の場合、作業性の面から、処理室１０４側面（Ｘ－Ｚ面）には、開口部、好まし
くは開閉式のドアを設けた方がよい。
【００８４】
・搬送機構
　本発明の装置は、処理室内にターゲット材を搬入して処理室からターゲット材を搬出す
ることのできる搬送機構を含んでいてもよい（例えば、図５～８に示す搬送手段１０５）
。
　搬送機構としては、ターゲット材を搬送することができるものであれば特に制限はなく
使用することができ、例えば、ベルトコンベア、ローラコンベア、キャタピラなどのコン
ベア、シャトル搬送、パレット搬送、真空チャック搬送、ロボットアーム搬送などが挙げ
られる。
　搬送機構によるターゲット材の搬送速度に特に制限はないが、例えば１５ｍ／分～６０
ｍ／分、好ましくは２０ｍ／分～５０ｍ／分、より好ましくは２５ｍ／分～４０ｍ／分で
ある。
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　また、搬送機構は、処理室からターゲット材が搬出された後、再度、処理室に搬入され
得るように連続したループを形成していてもよい。
　搬送機構は、搬入用、搬出用、処理室内用、ループ用などの目的に応じて、任意に分割
できるものであってもよい。
　さらに、搬送機構には、処理室の入口側にターゲット材の供給機構が設けられていても
よく、処理室の出口側にはターゲット材の反転機構が設けられていてもよい。
【００８５】
・ターゲット材の供給機構
　本発明の装置は、ターゲット材を上述の搬送機構に適切に供給することができるように
ターゲット材の供給機構を含んでいてもよい。ターゲット材の供給機構は、ターゲット材
を適切に供給することができるものであれば特に制限はない。また、ターゲット材の供給
機構は、複数のターゲット材を貯留するためのカセットを含んでいてもよく、そこから、
必要に応じて、ターゲット材を適切に供給することができるものであってもよい。ターゲ
ット材の供給機構として、市販の自動供給装置を使用してもよい。
【００８６】
・ターゲット材の反転機構
　本発明の装置は、ターゲット材を反転させるための反転機構、好ましくはターゲット材
を固定（例えばクランプなどで固定）した状態で反転させることができる機構をさらに含
んでいてもよい。このような反転機構を含むことによって、ターゲット材の被処理面を任
意に反転させることができる。反転機構の寸法に特に制限はない。
　市販の自動反転装置を使用してもよく、例えば、株式会社アドペック製の自動反転装置
などを使用することができる。
【００８７】
・排水機構
　ターゲット材を洗浄した後の処理水は、ターゲット材から除去された接合材を含む固体
の処理物（又は粉塵）などを含むことから、本発明の装置は、必要に応じて、かかる処理
水から、望ましくは水だけを回収して排水し、接合材などの固体の処理物を分離すること
ができる排水機構を含んでいてもよい。
　排水機構としては、固体と液体とを分離することができるものであれば特に制限なく使
用することができる。当該分野において、一般によく知られている固液分離装置などを必
要に応じて適宜使用することができる。
　排水機構は、処理室の内部に設けられ得る排出口に接続されることが好ましい。
【００８８】
　例えば、一般に水処理に用いることのできる膜分離式の固液分離装置を利用することが
できる。膜分離式の固液分離装置では、固液分離が可能な膜を含む複数の膜カートリッジ
を少なくとも１つ使用して、かかる膜カートリッジに接続された集水管を通してポンプで
水を吸引濾過することによって回収した水を外部に排水することができる（図１０）。こ
のとき、処理物は、槽の底部に沈殿し得るので、別途に回収して再利用することもできる
。
【００８９】
　また、排水機構として、固体と液体とを沈殿により分離することのできる沈殿槽を利用
してもよい。例えば、一般に水処理に用いることのできるホッパー型沈殿槽、中心駆動か
きとり装置付き円形沈殿槽、横流式沈殿槽などが挙げられる。このような沈殿槽を使用す
ることによって、ターゲット材から除去された接合材を含む固体の処理物を別途に回収す
ることができる。
【００９０】
　あるいは、図１１に示すような多段式の沈殿槽を利用して固体と液体とを分離してもよ
い。多段式の沈殿槽は、複数の沈殿槽を有し、水位の高い沈殿槽から、水位の低い沈殿槽
へと、順次、沈殿槽の上方から下段の沈殿槽へと排水することができる。各沈殿槽の底部
には処理物が沈殿し、別途に回収して再利用することができる。
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　沈殿槽の段数および各沈殿槽の容量に特に制限はない。また、沈殿槽から次の沈殿槽へ
の排水は、ポンプを用いて行ってもよい。
【００９１】
・サイドノズルヘッド
　本発明の装置は、処理室内において、ターゲット材の側面に水を噴射するための少なく
とも１つのノズルを有するサイドノズルヘッドを少なくとも１つ含んでいてもよい。サイ
ドノズルヘッドは、上述の「ターゲット材の洗浄方法」において説明したノズルヘッドを
上記と同様に使用することができる。サイドノズルヘッドは、固定式であっても、可動式
であってもよい。サイドノズルヘッドが可動式である場合には、Ｘ軸またはＹ軸に沿って
、サイドノズルヘッドを移動させて使用することが好ましい。
　サイドノズルヘッドを配置する位置およびその数に特に制限はない。
　このようなサイドノズルヘッドを必要に応じて使用することによって、ターゲット材の
主面だけでなく、その側面も含めて、三次元的に洗浄処理を施すことが可能となる。
【００９２】
・ポンプ
　本発明の装置は、上述のノズルヘッドおよび／またはサイドノズルヘッドに水を供給す
ることのできるポンプを含んでいてもよい。ポンプとしては、例えば、上述の「ターゲッ
ト材の洗浄方法」において説明したポンプを使用することができる。
　ポンプは、流体接続が可能なライン、好ましくは耐圧性のラインを通して、ノズルヘッ
ドおよび／またはサイドノズルヘッドと接続することができる。このようなラインは、任
意に配置することができ、例えば、図５～８に示すロッド１０６に沿って、あるいはロッ
ド１０６の内部を通して配置することができる。かかるポンプは、処理室の内部、外部の
いずれに配置されていてもよいが、処理室の外部に配置されていることが好ましい。また
、使用するポンプの数に特に制限はなく、複数のポンプを使用してもよい。
【００９３】
・制御手段
　上述の構成は、制御手段を用いて、いずれも適切に制御することができる。制御手段と
しては、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを備えるものが挙げられる。上述の構成を
任意に選択して電気的に接続し、必要に応じて電子的なプログラムを用いて、上記構成を
かかる制御手段によって制御することができる。
【００９４】
・乾燥機構
　本発明の装置は、処理室内外において、洗浄後の使用済みターゲット材に付着した水を
速やかに取り除くための乾燥機構を含んでいてもよい。水を取り除くことで、洗浄後の使
用済みターゲット材を原料として溶解、鋳造を行う際に、原料に付着した水が原因で生じ
る異物混入等の不具合を防ぐことができる。
　乾燥機構としては、例えば、乾燥空気や窒素ガス等のガスを洗浄後の使用済みターゲッ
ト材に吹き付け、ターゲット材に付着した水を吹き飛ばす送風による乾燥機構や、温風や
ホットプレート上での加熱による乾燥機構を採用することができる。処理室１０４に搬送
手段１０５およびターゲット材１０１が通過するための開口部（搬出口）を有する場合、
開口部内外いずれかの隣接部に送風による乾燥機構を設けておくことが好ましい。
【００９５】
　［洗浄装置の好ましい実施形態］
　装置は、好ましい実施形態において、
　　ノズルヘッドと、
　　アクチュエータと、
　　処理室と、
　　クランプ、サイドノズルヘッド、反転機構、排水機構、乾燥機構および搬送機構から
なる群から選択される少なくとも１つの構成要素と
を含む。
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【００９６】
　本発明の装置は、上記の構成を含むものに限定して解釈されるべきものではない。
【００９７】
　リサイクル鋳塊の製造方法
　本発明の洗浄方法および／または洗浄装置に従って処理されたターゲット材は、例えば
図１に示す通り、溶解、鋳造することにより、リサイクル鋳塊を製造することができる。
【００９８】
　リサイクル鋳塊を製造する方法としては公知の方法を使用すればよく、溶解、鋳造の工
程を経て製造することができる。溶解方法としては、電気炉や燃焼炉にて、大気中または
真空中で溶解させればよく、鋳造方法としては、連続鋳造法、半連続鋳造法、金型鋳造法
、精密鋳造法、ホットトップ鋳造法、重力鋳造法などを採用することができる。また、溶
解、鋳造工程の間に、脱ガス処理、介在物除去処理を行ってもよい。
【００９９】
　リサイクル鋳塊の製造条件、特に温度は、ターゲット材に主として含まれる金属（元素
）に応じて適宜決定すればよい。
【０１００】
　例えば、ターゲット材に主成分として含まれる金属がアルミニウムである場合、洗浄後
のターゲット材を真空下（例えば、０．０３Ｔｏｒｒ）あるいは大気下、６７０～１２０
０℃、好ましくは７５０～８５０℃において、カーボンやアルミナなどの坩堝中で溶解し
、必要に応じて大気中にて撹拌してドロスを除去した後、大気中で冷却することによって
、リサイクル鋳塊を製造することができる。
【０１０１】
　また、ターゲット材に主成分として含まれる金属が銅である場合、洗浄後のターゲット
材を真空下（例えば、０．０３Ｔｏｒｒ）あるいは大気下、１１００～１５００℃、好ま
しくは１１５０～１２００℃においてカーボンやアルミナなどの坩堝中で溶解し、必要に
応じて大気中にて撹拌してドロスを除去した後、大気中で冷却することによって、リサイ
クル鋳塊を製造することができる。
【０１０２】
　リサイクル鋳塊の製造には、洗浄後のターゲット材のみで製造してもよいし、従来の原
料金属と洗浄後のターゲット材との混合物をあわせて使用してもよい。原料金属と洗浄後
のターゲット材とを混合する場合、洗浄後のターゲット材の混合割合は、通常２０重量％
以上であり、製造コストにおける原料費の割合を抑える上では、５０重量％以上であるこ
とが好ましい。
【０１０３】
　リサイクル鋳塊
　本発明の方法に従って製造され得るリサイクル鋳塊は、上述の通り、接合材および支持
部材に由来する不純物に含まれる元素を実質的に含まないことを特徴とし、元の（未使用
の）ターゲット材と実質的に同一の組成を有し得る。そのため、このようなリサイクル鋳
塊から、元のターゲット材と実質的に同一の組成を有するターゲット材を再び製造するこ
とができる。ここで、「元のターゲット材と実質的に同一の組成を有する」とは、主たる
金属（元素）が同一であり、元のターゲット材にもともと含まれる不純物と同程度の量の
不純物を含み得ることを意味する。例えば、接合材および支持部材に由来し得る不純物の
合計量が重量基準で１０ｐｐｍ未満、好ましくは０．１ｐｐｍ～８ｐｐｍ、より好ましく
は５ｐｐｍ以下（又は未満）、さらにより好ましくは０．１ｐｐｍ～５ｐｐｍであり、さ
らに好ましくは０．１ｐｐｍ～２ｐｐｍであり、なおかつ全不純物合計量が５０ｐｐｍ未
満、好ましくは０．１ｐｐｍ～２０ｐｐｍ、より好ましくは０．１ｐｐｍ～１０ｐｐｍ、
さらに好ましくは５ｐｐｍ以下（又は未満）、さらにより好ましくは０．１ｐｐｍ～５ｐ
ｐｍの範囲内にある場合などが挙げられる。なお、元のターゲット材にもともと含まれる
不純物およびその量は、そのターゲット材に主成分として含まれる金属の種類および元の
ターゲット材の製造方法に依存し得るものである。また、リサイクル鋳塊は、ターゲット
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材以外の用途に使用してもよく、例えば、アルミ電解コンデンサー、ハードディスク基板
、耐食性材料、高純度アルミナなどの高い純度が求められる製品の原料としても使用する
ことができる。
【０１０４】
　例えば、ターゲット材に主成分として含まれる金属がアルミニウムである場合、リサイ
クル鋳塊に含まれる接合材および支持部材に由来する不純物の合計量は、例えば、重量基
準で１０ｐｐｍ未満であり、好ましくは０．１ｐｐｍ～８ｐｐｍ、より好ましくは５ｐｐ
ｍ以下（又は未満）、さらに好ましくは０．１ｐｐｍ～５ｐｐｍであり、さらにより好ま
しくは０．１ｐｐｍ～２ｐｐｍである。なお、用途によるものの、例えばフラットディス
プレイ用のアルミニウム製のターゲット材は、通常、５０ｐｐｍ以下、好ましくは０．１
ｐｐｍ～２０ｐｐｍ、より好ましくは０．１ｐｐｍ～１０ｐｐｍ、さらにより好ましくは
５ｐｐｍ以下（又は未満）の不純物を含み得ることが知られていて、不純物の量がこの程
度であれば、スパッタリングに特に支障はない。
【０１０５】
　また、ターゲット材に主成分として含まれる金属が銅である場合、リサイクル鋳塊に含
まれる接合材および支持部材由来の不純物の合計量は、例えば、重量基準で１０ｐｐｍ未
満であり、好ましくは０．０５ｐｐｍ～９ｐｐｍ、より好ましくは０．０５ｐｐｍ～８ｐ
ｐｍである。なお、用途によるものの、例えばフラットディスプレイ用の無酸素銅製のタ
ーゲット材は、通常１００ｐｐｍ以下、好ましくは０．１ｐｐｍ～７５ｐｐｍ、より好ま
しくは０．１ｐｐｍ～５０ｐｐｍの不純物を含み得ることが知られていて、不純物の量が
この程度であれば、スパッタリングに特に支障はない。
【０１０６】
　また、リサイクル鋳塊に含まれる不純物の量は極めて微量であるため、このような不純
物の量は、グロー放電質量分析法（Glow Discharge Mass Spectrometry（ＧＤＭＳ））を
用いて測定することができる。なお、ＧＤＭＳの定量下限は、ターゲット材の主元素およ
び検出対象である元素によって異なるものの、例えばターゲット材の主成分として含まれ
る金属がアルミニウムの場合、通常、０．００１ｐｐｍ～０．１ｐｐｍであり、例えばイ
ンジウムでは０．０１ｐｐｍである。
【０１０７】
　上述の通り、本発明によると、使用済みのターゲット材は簡便に洗浄することができ、
洗浄後のターゲット材は、接合材および支持部材に由来する不純物に含まれる元素を実質
的に含まないことから、かかる洗浄方法で処理した使用後のターゲット材を再使用（又は
リサイクル）することにより、接合材および支持部材に由来する不純物に含まれる元素を
実質的に含まないリサイクル鋳塊を得ることができ、元のターゲット材と実質的に同一の
組成を有するターゲット材を簡便に再生することができる。
【０１０８】
　また、本発明では、使用済みターゲットを主として金属から構成されるターゲット材と
することにより、ターゲット材表層に存在するハンダ材、ろう材などの接合材を効率よく
除去することが可能である。ターゲット材表層における接合材の結合具合に応じて、ウォ
ータージェットの水圧を増加（例えば、９０ＭＰａ以上に増加）させる必要があるが、主
として金属から構成されるターゲット材とすることにより、高水圧の水を当ててもターゲ
ット材自体を破損することなく、接合材を除去することができる。
【０１０９】
　以下、本発明の実施例を挙げて本発明を詳しく説明するが、本発明は、以下の実施例に
限定されるものではない。
【実施例】
【０１１０】
　実施例１
　アルミニウム製の平板型ターゲット材（純度：９９．９９９％、ビッカース硬度：１５
～１７、寸法：２０００ｍｍ×２００ｍｍ×１５ｍｍ）と、無酸素銅製のバッキングプレ
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ート（純度：９９．９９％、寸法：２３００ｍｍ×２５０ｍｍ×１５ｍｍ）とをＩｎのハ
ンダ材（ハンダ層の厚み：３５０μｍ）で接合（ターゲット材のメタライズには、Ｓｎ－
Ｚｎ－Ｉｎのハンダ材を使用）してなるスパッタリングターゲットを、スパッタリングに
付して使用した後、接合層を加熱（２８０℃）することによって、ターゲット材をバッキ
ングプレートから分離した。ターゲット材の接合面に付着しているハンダ材をシリコーン
製のヘラで掻き落として、可能な限りハンダ材を回収した。バッキングプレートから分離
後、ターゲット材を３００ｍｍ×２００ｍｍ×１５ｍｍ程度になるように切断した。
【０１１１】
　ノズル径：０．２５ｍｍ（（株）スギノマシン製、形式番号：ＤＮ－０８２５）、０．
３０ｍｍ（（株）スギノマシン製、形式番号：ＤＮ－０８３０）のノズルをそれぞれ３個
ずつ（計６個、ノズルヘッドの外側３ヶ所に０．３０ｍｍノズル、内側３ヶ所に０．２５
ｍｍノズルを配置）装着した真円形のノズルヘッド（（株）スギノマシン製、形式番号：
ＭＮＨ－２５０６ＣＨ）を用いて、ターゲット材の接合面およびスパッタリング面に水を
噴射して全面を洗浄した（水圧：２４５ＭＰａ、水量：１１．６Ｌ／ｍｉｎ、ターゲット
材とノズルヘッドとの間の距離：５５ｍｍ、走査：２回、オーバーラップ：５ｍｍ、ノズ
ルヘッドの回転速度：１５００ｍｉｎ－１、ノズルヘッドの移動速度：３０００ｍｍ／ｍ
ｉｎ）。このとき、ノズルヘッドの中心軸と使用済みターゲット材の接合面とが鉛直にな
るようにノズルヘッドおよび使用済みターゲット材を配置し、ノズルヘッドを使用済みタ
ーゲット材の長辺方向へ走査した（ノズルヘッドの水が噴射される側の面は下に凸の山な
り構造となっているため、ノズルは接合面に対して斜め方向を向いており、水は接合面に
斜めから当たる）。洗浄後のターゲット材表面から接合材およびメタライズ層が除去され
、梨地状となっていた。梨地状となった接合面の波長３００ｎｍ～１５００ｎｍ全域にお
ける正反射率を紫外可視近赤外分光光度計（（株）日立ハイテクノロジーズ製、Ｕ-４１
００型）で測定した。５°正反射付属装置を用いて、試料に対して入射角５°の入射光を
照射し、反射角５°に反射された反射光の入射光に対する反射率を入射光の波長１００ｎ
ｍ刻みで求めた。最大は入射光の波長が１３００ｎｍのときに０．４％であり、波長５０
０ｎｍのときは０．３％であり、１０００ｎｍのときは０．２％であった。なお、処理前
の接合材が付着した接合面の波長３００ｎｍ～１５００ｎｍ全域における正反射率は、最
大は入射光の波長が１３００ｎｍのときに２～３％程度であり、波長５００ｎｍのときは
１～２％、１０００ｎｍのときは１～２％であった。また、算術平均粗さＲａを接触式表
面粗さ計（（株）ミツトヨ製、サーフテストＳＪ－３０１）を用いて、ＪＩＳ　Ｂ　０６
０１（２００１）に規定の方法で、梨地状となった接合面を３点測定したところ、Ｒａの
平均値は１９μｍであった。なお、処理前の接合材が付着した接合面の算術平均粗さＲａ
は、平均で１．７μｍであった。
【０１１２】
　島津製作所製のＥＤＸＲＦ分析装置（ＥＤＸ－７００Ｌ、検出限界：Ｉｎで約０．０１
重量％）を用いて、下記条件にて洗浄後の使用済みターゲット材の接合面を分析（半定量
分析）した。その結果、洗浄後の使用済みターゲット材の接合面には、ハンダ材に由来す
るＳｎ、Ｚｎ、Ｉｎや、バッキングプレートに由来するＣｕは、いずれも全く検出するこ
とができなかった。その際、接合材やバッキングプレートの成分の元素について、Ｘ線ピ
ークの検出有無についても確認した。
　なお、洗浄前の使用済みターゲット材の接合面を上記と同様にＥＤＸＲＦで分析すると
、ハンダ材に由来するＳｎ、Ｚｎ、Ｉｎは、それぞれ１０重量％以下、１０重量％以下、
１重量％～７０重量％で存在し、バッキングプレートに由来するＣｕは１重量％～５０重
量％の量で存在し、本発明の洗浄方法によって、洗浄後の使用済みターゲット材は、ハン
ダ材およびバッキングプレートに由来する不純物に含まれる元素を実質的に含まないこと
がわかった。
＜分析条件＞
　Ｘ線照射径：１０ｍｍφ
　励起電圧：１０ｋＶ（Ｎａ～Ｓｃ）、５０ｋＶ（Ｔｉ～Ｕ）
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　電流：１００μＡ
　測定時間：２００秒（各励起電圧において１００秒測定）
　雰囲気：Ｈｅ
　管球：Ｒｈターゲット
　フィルター：無し
　測定方法：ファンダメンタルパラメータ法
　検出器：Ｓｉ（Ｌｉ）半導体検出器
【０１１３】
　また、洗浄後の使用済みターゲット材を真空下（例えば、０．０３Ｔｏｒｒ）、８５０
℃において溶解し、大気中にて撹拌してドロスを除去した後、大気中で冷却することによ
り、リサイクル鋳塊を製造した。
　リサイクル鋳塊に含まれる不純物の量を、ＧＤＭＳ（ＶＧ　Ｅｌｅｍｅｎｔａｌ社製、
ＶＧ９０００）を用いて、Ｓｎ、Ｚｎ、Ｉｎ、Ｃｕについての微量分析を行った。使用済
みターゲット材（洗浄前）から同様の方法で作製した鋳塊と未使用のターゲット材（接合
前）の分析結果とともに結果を以下の表１に示す。
【０１１４】
【表１】

【０１１５】
　表１に示す結果から、洗浄後の使用済みターゲット材を用いて製造したリサイクル鋳塊
中に含まれる不純物（ハンダ材に由来するＩｎ、Ｓｎ、Ｚｎ、バッキングプレートに由来
するＣｕ）の量は、いずれも未使用のターゲット材（接合前）と同程度にまで低減されて
いることがわかった。
【０１１６】
　実施例２
　無酸素銅製の平板型ターゲット材（純度：９９．９９％、ビッカース硬度：９０、寸法
：２０００ｍｍ×２００ｍｍ×１５ｍｍ）と、無酸素銅製のバッキングプレート（純度：
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ダ層の厚み：３５０μｍ）で接合（ターゲット材のメタライズにはＳｎ－Ｚｎ－Ｉｎのハ
ンダ材を使用）してなるスパッタリングターゲットを、スパッタリングに付して使用した
後、接合層を加熱（２８０℃）することによって、ターゲット材をバッキングプレートか
ら分離した。ターゲット材の接合面に付着しているハンダ材をシリコーン製のヘラで掻き
落として、可能な限りハンダ材を回収した。バッキングプレートから分離後、ターゲット
材を３００ｍｍ×２００ｍｍ×１５ｍｍ程度になるように切断した。
【０１１７】
　ノズル径：０．３０ｍｍ（（株）スギノマシン製、形式番号：ＤＮ－０８３０）のノズ
ルを６個装着した真円形のノズルヘッド（（株）スギノマシン製、形式番号：ＭＮＨ－２
５０６ＣＨ）を用いて、ターゲット材の接合面に水を噴射して全面を洗浄した（水圧：２
４５ＭＰａ、水量：１３．７Ｌ／ｍｉｎ、ターゲット材とノズルヘッドとの間の距離：２
５ｍｍ、走査：３回、オーバーラップ：５ｍｍ、ノズルヘッドの回転速度：１５００ｃｍ
－１、ノズルヘッドの移動速度：１００ｍｍ／ｍｉｎ）。このとき、ノズルヘッドの中心
軸と接合面とが鉛直になるようにノズルヘッドおよび使用済みターゲット材を配置し、ノ
ズルヘッドを使用済みターゲット材の長辺方向へ走査した（ノズルヘッドの水が噴射され
る側の面は下に凸の山なり構造となっているため、ノズルは接合面に対して斜め方向を向
いており、水は接合面に斜めから当たる）。洗浄後のターゲット材表面から接合材および
メタライズ層が除去され、梨地状となっていた。梨地状となった接合面の波長３００ｎｍ
～１５００ｎｍ全域における正反射率を実施例１と同様の条件で測定したところ、最大は
入射光の波長が１３００ｎｍのときに０．５％であり、波長５００ｎｍのときは０．１％
であり、１０００ｎｍのときは０．３％であった。なお、処理前の接合体が付着した接合
面の波長３００ｎｍ～１５００ｎｍ全域における正反射率は、入射光の波長が１３００ｎ
ｍのとき最大となり、２～３％程度、波長５００ｎｍのときは、１～２％、波長１０００
ｎｍのときは、１～２％であった。また、算術平均粗さＲａを実施例１と同様に測定した
ところ、Ｒａの平均値は１７μｍであった。なお、処理前の接合体が付着した接合面の算
術平均粗さＲａは、平均で２．１μｍであった。
【０１１８】
　島津製作所製のＥＤＸＲＦ分析装置（ＥＤＸ－７００Ｌ）を用いて、実施例１と同様の
条件で洗浄後の使用済みターゲット材の接合面を分析した。その結果、洗浄後の使用済み
ターゲット材の接合面には、ハンダ材に由来するＳｎ、Ｚｎ、Ｉｎは、いずれも全く検出
することができなかった。
【０１１９】
　なお、洗浄前の使用済みターゲット材の接合面を上記と同様にＥＤＸＲＦで分析すると
、ハンダ材に由来するＳｎ、Ｚｎ、Ｉｎは、それぞれ１重量％～２０重量％、１重量％～
２０重量％、２重量％～６０重量％の量で存在していて、本発明の洗浄方法によって、洗
浄後の使用済みターゲット材は、ハンダ材に由来する不純物を実質的に含まないことがわ
かった。
【０１２０】
　また、洗浄後の使用済みターゲット材を真空下（例えば、０．０３Ｔｏｒｒ）、１２０
０℃において溶解し、大気中にて撹拌してドロスを除去した後、大気中で冷却することに
より、リサイクル鋳塊を製造した。
　リサイクル鋳塊に含まれる不純物の量を、ＧＤＭＳ（ＶＧ　Ｅｌｅｍｅｎｔａｌ社製、
ＶＧ９０００）を用いて、Ｓｎ、Ｚｎ、Ｉｎについての微量分析を行った。未使用のター
ゲット材（接合前）から同様の方法で作製した鋳塊の分析結果とともに結果を以下の表２
に示す。
【０１２１】
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【表２】

【０１２２】
　表２に示す結果から、洗浄後の使用済みターゲット材を用いて製造したリサイクル鋳塊
中に含まれる不純物（ハンダ材に由来するＩｎ、Ｓｎ、Ｚｎ）の量は、未使用のターゲッ
ト材（接合前）と比べて若干の増加は認められるが、その増加量の合計が１．４ｐｐｍ（
重量基準）程度であり、不純物の量は大幅に低減されていることがわかった。
【０１２３】
　実施例２の結果から、銅を主成分として含む使用済みターゲット材においても、本発明
に従う洗浄方法を実施すると、元のターゲット材と実質的に同一の組成を有する洗浄後の
使用済みターゲット材を得ることができた。また、この洗浄後の使用済みターゲット材を
原料として溶解、鋳造を行うことにより、不純物の量が大幅に低減したリサイクル鋳塊が
得られることもわかった。
【０１２４】
　実施例３
　アルミニウム製の平板型ターゲット材（純度：９９．９９９％、ビッカース硬度：１５
～１７、寸法：２０００ｍｍ×２００ｍｍ×１５ｍｍ）と、無酸素銅製のバッキングプレ
ート（純度：９９．９９％、寸法：２３００ｍｍ×２５０ｍｍ×１５ｍｍ）とを下記のハ
ンダ材（ハンダ層の厚み：３５０μｍ）で接合してなるスパッタリングターゲットを、ス
パッタリングに付して使用した後、接合層を加熱（２８０℃）することによって、ターゲ
ット材をバッキングプレートから分離した。ターゲット材の接合面に付着しているハンダ
材をシリコーン製のヘラで掻き落として、可能な限りハンダ材を回収した。バッキングプ
レートから分離後、ターゲット材を３００ｍｍ×２００ｍｍ×１５ｍｍ程度になるように
切断した。
　以下の条件１～１０でターゲット材の接合面を洗浄した。いずれの条件でも、洗浄後の
ターゲット材表面から接合材およびメタライズ層が除去され、梨地状となっていた。洗浄
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後のターゲット材について、島津製作所製のＥＤＸＲＦ分析装置（ＥＤＸ－７００Ｌ、検
出限界：Ｉｎで約０．０１重量％）を用いて、実施例１と同様の条件で洗浄後の使用済み
ターゲット材の接合面を分析した。その結果、洗浄後の使用済みターゲット材の接合面に
は、ハンダ材に由来するＩｎ、Ｓｎ、Ｚｎやバッキングプレートに由来するＣｕは、いず
れも全く検出することができなかった。特に以下の条件１～８で得られた洗浄後の使用済
みターゲット材について、真空下（例えば、０．０３Ｔｏｒｒ）、８５０℃において、タ
ーゲット材を溶解し、大気中にて撹拌してドロスを除去した後、大気中で冷却することに
より、リサイクル鋳塊を製造した。
　未使用のターゲット材（接合前）、当該リサイクル鋳塊および使用済みのターゲット材
（洗浄前）から同様の方法で作製した鋳塊に含まれる不純物の量を、それぞれＧＤＭＳ（
ＶＧ　Ｅｌｅｍｅｎｔａｌ社製、ＶＧ９０００）を用いて測定した。結果を以下の表３、
４に示す。
【０１２５】
　条件１
　　接合用のハンダ材：Ｉｎ
　　メタライズ用のハンダ材：Ｓｎ－Ｚｎ－Ｉｎ
　　水圧：２００ＭＰａ
　　水量：８．５Ｌ／ｍｉｎ
　　ノズル数：６個（ノズルヘッドは、（株）スギノマシン製、形式番号：ＭＮＨ－２５
０６ＣＨを使用）
　　ノズル径：０．２５ｍｍ（（株）スギノマシン製、形式番号：ＤＮ－０８２５）
　　ノズル距離：２５ｍｍ
　　回転速度：１５００ｍｉｎ－１

　　移動速度：１０００ｍｍ／ｍｉｎ
　　ライン処理：１回
　　オーバーラップ：５ｍｍ
　　洗浄処理：接合面
【０１２６】
　条件２
　　接合用のハンダ材：Ｉｎ
　　メタライズ用のハンダ材：Ｓｎ－Ｚｎ－Ｉｎ
　　水圧：２００ＭＰａ
　　水量：８．５Ｌ／ｍｉｎ
　　ノズル数：６個（ノズルヘッドは、（株）スギノマシン製、形式番号：ＭＮＨ－２５
０６ＣＨを使用）
　　ノズル径：０．２５ｍｍ（（株）スギノマシン製、形式番号：ＤＮ－０８２５）
　　ノズル距離：２５ｍｍ
　　回転速度：１５００ｍｉｎ－１

　　移動速度：１０００ｍｍ／ｍｉｎ
　　ライン処理：１回
　　オーバーラップ：２２ｍｍ
　　洗浄処理：接合面およびスパッタリング面
【０１２７】
　条件３
　　接合用のハンダ材：Ｉｎ
　　メタライズ用のハンダ材：Ｓｎ－Ｚｎ－Ｉｎ
　　水圧：２００ＭＰａ
　　水量：８．５Ｌ／ｍｉｎ
　　ノズル数：６個（ノズルヘッドは、（株）スギノマシン製、形式番号：ＭＮＨ－２５
０６ＣＨを使用）
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　　ノズル径：０．３０ｍｍ（（株）スギノマシン製、形式番号：ＤＮ－０８３０）
　　ノズル距離：２５ｍｍ
　　回転速度：１５００ｍｉｎ－１

　　移動速度：１０００ｍｍ／ｍｉｎ
　　ライン処理：１回
　　オーバーラップ：２２ｍｍ
　　洗浄処理：接合面およびスパッタリング面
【０１２８】
　条件４
　　接合用のハンダ材：Ｉｎ
　　メタライズ用のハンダ材：Ｓｎ－Ｚｎ－Ｉｎ
　　水圧：２００ＭＰａ
　　水量：８．５Ｌ／ｍｉｎ
　　ノズル数：６個（ノズルヘッドは、（株）スギノマシン製、形式番号：ＭＮＨ－２５
０６ＣＨを使用）
　　ノズル径：０．２５ｍｍ（（株）スギノマシン製、形式番号：ＤＮ－０８２５）
　　ノズル距離：２５ｍｍ
　　回転速度：１５００ｍｉｎ－１

　　移動速度：２０００ｍｍ／ｍｉｎ
　　ライン処理：２回
　　オーバーラップ：２２ｍｍ
　　洗浄処理：接合面およびスパッタリング面
【０１２９】
　条件５
　　接合用のハンダ材：Ｉｎ
　　メタライズ用のハンダ材：Ｓｎ－Ｚｎ－Ｉｎ
　　水圧：２００ＭＰａ
　　水量：８．５Ｌ／ｍｉｎ
　　ノズル数：６個（ノズルヘッドは、（株）スギノマシン製、形式番号：ＭＮＨ－２５
０６ＣＨを使用）
　　ノズル径：０．２５ｍｍ（（株）スギノマシン製、形式番号：ＤＮ－０８２５）
　　ノズル距離：２５ｍｍ
　　回転速度：１５００ｍｉｎ－１

　　移動速度：２０００ｍｍ／ｍｉｎ
　　ライン処理：２回
　　オーバーラップ：５ｍｍ
　　洗浄処理：接合面およびスパッタリング面
【０１３０】
　条件６
　　接合用のハンダ材：Ｓｎ－Ｚｎ
　　メタライズ用のハンダ材：Ｓｎ－Ｚｎ－Ｉｎ
　　水圧：２００ＭＰａ
　　水量：８．５Ｌ／ｍｉｎ
　　ノズル数：６個（ノズルヘッドは、（株）スギノマシン製、形式番号：ＭＮＨ－２５
０６ＣＨを使用）
　　ノズル径：０．２５ｍｍ（（株）スギノマシン製、形式番号：ＤＮ－０８２５）
　　ノズル距離：２５ｍｍ
　　回転速度：１５００ｍｉｎ－１

　　移動速度：１０００ｍｍ／ｍｉｎ
　　ライン処理：２回
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　　オーバーラップ：５ｍｍ
　　洗浄処理：接合面およびスパッタリング面
【０１３１】
　条件７
　　接合用のハンダ材：Ｉｎ
　　メタライズ用のハンダ材：Ｓｎ－Ｚｎ－Ｉｎ
　　水圧：２４５ＭＰａ
　　水量：１１．６Ｌ／ｍｉｎ
　　ノズル数：６個（ノズルヘッドは、（株）スギノマシン製、形式番号：ＭＮＨ－２５
０６ＣＨを使用）
　　ノズル径：０．２５ｍｍ、０．３０ｍｍ（それぞれノズル３個ずつ、（株）スギノマ
シン製、形式番号：ＤＮ－０８２５、ＤＮ－０８３０、ノズルヘッドの外側３ヶ所に０．
３０ｍｍノズル、内側３ヶ所に０．２５ｍｍノズルを配置）
　　ノズル距離：５５ｍｍ
　　回転速度：１５００ｍｉｎ－１

　　移動速度：４０００ｍｍ／ｍｉｎ
　　ライン処理：２回
　　オーバーラップ：５ｍｍ
　　洗浄処理：接合面およびスパッタリング面
【０１３２】
　条件８
　　接合用のハンダ材：Ｓｎ－Ｚｎ
　　メタライズ用のハンダ材：Ｓｎ－Ｚｎ－Ｉｎ
　　水圧：２４５ＭＰａ
　　水量：１１．６Ｌ／ｍｉｎ
　　ノズル数：６個（ノズルヘッドは、（株）スギノマシン製、形式番号：ＭＮＨ－２５
０６ＣＨを使用）
　　ノズル径：０．２５ｍｍ、０．３０ｍｍ（それぞれノズル３個ずつ、（株）スギノマ
シン製、形式番号：ＤＮ－０８２５、ＤＮ－０８３０、ノズルヘッドの外側３ヶ所に０．
３０ｍｍノズル、内側３ヶ所に０．２５ｍｍノズルを配置）
　　ノズル距離：５５ｍｍ
　　回転速度：１５００ｍｉｎ－１

　　移動速度：３０００ｍｍ／ｍｉｎ
　　ライン処理：２回
　　オーバーラップ：５ｍｍ
　　洗浄処理：接合面およびスパッタリング面
【０１３３】
　条件９
　　接合用のハンダ材：Ｉｎ
　　メタライズ用のハンダ材：Ｓｎ－Ｚｎ－Ｉｎ
　　水圧：１５０ＭＰａ
　　水量：７．３Ｌ／ｍｉｎ
　　ノズル数：３個（ノズルヘッドは、（株）スギノマシン製、ピッチ円直径（Ｐ．Ｃ．
Ｄ．）２０ｍｍの位置に配置、水は鉛直方向に噴射される）
　　ノズル径：０．３５ｍｍ（（株）スギノマシン製、形式番号：ＤＮ－０８３５）
　　ノズル距離：２５ｍｍ
　　回転速度：１０００ｍｉｎ－１

　　移動速度：１０００ｍｍ／ｍｉｎ
　　ライン処理：１回
　　オーバーラップ：５ｍｍ



(27) JP 6533265 B2 2019.6.19

10

20

30

40

　　洗浄処理：接合面
【０１３４】
　条件１０
　　接合用のハンダ材：Ｉｎ
　　メタライズ用のハンダ材：Ｓｎ－Ｚｎ－Ｉｎ
　　水圧：２４５ＭＰａ
　　水量：３．４Ｌ／ｍｉｎ
　　ノズル数：６個（ノズルヘッドは、（株）スギノマシン製、形式番号：ＭＮＨ－２５
０６ＣＨを使用）
　　ノズル径：０．１５ｍｍ（（株）スギノマシン製、形式番号：ＤＮ－０８１５）
　　ノズル距離：２５ｍｍ
　　回転速度：１５００ｍｉｎ－１

　　移動速度：１０００ｍｍ／ｍｉｎ
　　ライン処理：１回
　　オーバーラップ：５ｍｍ
　　洗浄処理：接合面
【０１３５】
【表３】

【０１３６】
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【表４】

【０１３７】
　実施例１、３の結果から、アルミニウムを主成分として含む使用済みのターゲット材に
おいて、本発明に従う洗浄方法を実施すると、元のターゲット材と実質的に同一の組成を
有するリサイクル鋳塊が得られることがわかった。
【０１３８】
　比較例１
　実施例１と同様の使用済み平板型ターゲット材を１００ｍｍ×２００ｍｍ×１５ｍｍ程
度になるように切断し、室温で４．４ｗｔ％の硝酸水溶液中に２０時間浸漬し、化学的処
理によるハンダ材の除去を行った。接合面の波長３００ｎｍ～１５００ｎｍ全域における
正反射率を実施例１と同様の処理で測定したところ、入射光の波長が１３００ｎｍのとき
最大となり、１３％、波長５００ｎｍのときは、６．０％、波長１０００ｎｍのときは、
８．０％であった。また、算術平均粗さＲａを実施例１と同様に測定したところ、Ｒａの
平均値は１．１μｍであった。なお、処理前の接合体が付着した接合面の波長３００ｎｍ
～１５００ｎｍ全域における正反射率は、入射光の波長が１３００ｎｍのとき最大となり
、２～３％程度、波長５００ｎｍのときは、１～２％、波長１０００ｎｍのときは、１～
２％であり、処理前の接合面の算術平均粗さＲａは、平均で１．７μｍであった。島津製
作所製のＥＤＸＲＦ分析装置（ＥＤＸ－７００Ｌ、検出限界：Ｉｎで約０．０１重量％）
を用いて、実施例１と同様の条件で化学的処理後の使用済みターゲット材の接合面を分析
した。その結果、化学的処理後の使用済みターゲット材の接合面には、バッキングプレー
トに由来するＣｕが０．６ｗｔ％検出され、不純物が除去できていないことが判明した。
　また、化学的処理後の使用済みターゲット材を真空下（例えば、０．０３Ｔｏｒｒ）、
８５０℃において溶解し、大気中にて撹拌してドロスを除去した後、大気中で冷却するこ
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とにより、リサイクル鋳塊を製造した。
　未使用のターゲット材（接合前）、比較例１のリサイクル鋳塊、使用済みターゲット材
（化学的処理前）を溶解して作製した鋳塊に含まれる不純物の量を、それぞれＧＤＭＳ（
ＶＧ　Ｅｌｅｍｅｎｔａｌ社製、ＶＧ９０００）を用いて測定した。結果を以下の表５に
示す。
【０１３９】
【表５】

【０１４０】
　酸による処理のみを行った比較例１では、２０時間かけて処理したにもかかわらず、リ
サイクル鋳塊中に含まれる接合材およびバッキングプレートに由来する不純物（すなわち
、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｚｎ、Ｃｕ）の合計量は重量基準で約１９ｐｐｍであり、元のターゲット
材と実質的に同一の組成を有するリサイクル鋳塊を得ることはできない。
【０１４１】
　実施例４
　アルミニウム製の平板型ターゲット材（純度：９９．９９９％、ビッカース硬度：１４
～１７、寸法：２０００ｍｍ×２００ｍｍ×１５ｍｍ）と、無酸素銅製のバッキングプレ
ート（純度：９９．９９％、寸法：２３００ｍｍ×２５０ｍｍ×１５ｍｍ）とを下記のハ
ンダ材（ハンダ層の厚み：３５０μｍ）で接合してなるスパッタリングターゲットを、ス
パッタリングに付して使用した後、接合層を加熱（２８０℃）することによって、ターゲ
ット材をバッキングプレートから分離した。ターゲット材の接合面に付着しているハンダ
材をシリコーン製のヘラで掻き落として、可能な限りハンダ材を回収した。バッキングプ
レートからターゲット材を分離した後、ターゲット材を３００ｍｍ×２００ｍｍ×１５ｍ
ｍ程度になるように切断した。
　以下の条件１１で５５枚のターゲット材の接合面、スパッタリング面および側面を洗浄
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した。いずれにおいても、洗浄後のターゲット材表面から接合材およびメタライズ層が除
去され、梨地状となっていた。洗浄した５５枚のうち１０枚を無作為に選出し、梨地状と
なった接合面の波長３００ｎｍ～１５００ｎｍ全域における正反射率を実施例１と同様の
条件で測定した。いずれのターゲット材でも、正反射率は、最大で０．４％程度であり、
波長５００ｎｍのときは平均０．２％程度、１０００ｎｍのときは平均０．２％程度であ
った。また、無作為に選出した１０枚の算術平均粗さＲａを実施例１と同様の方法で測定
したところ、Ｒａの平均値は２０μｍであった。なお、処理前の接合体が付着した接合面
の波長３００ｎｍ～１５００ｎｍ全域における正反射率は、入射光の波長が１３００ｎｍ
のとき最大となり、２～３％程度、波長５００ｎｍのときは、１～２％、波長１０００ｎ
ｍのときは、１～２％であり、処理前の接合面の算術平均粗さＲａは、平均で１．８μｍ
であった。洗浄後のターゲット材について島津製作所製のＥＤＸＲＦ分析装置（ＥＤＸ－
７００Ｌ、検出限界：Ｉｎで約０．０１重量％）を用いて、実施例１と同様の条件で洗浄
後の使用済みターゲット材５５枚の接合面を分析した。その結果、洗浄後の使用済みター
ゲット材の接合面には、ハンダ材に由来するＩｎ、Ｓｎ、Ｚｎやバッキングプレートに由
来するＣｕは、いずれも全く検出することができなかった。また、５５枚のターゲット材
の洗浄前後の重量差から歩留りを求めたところ、平均して９８％であり、高い歩留りで処
理できていることも確認した。
　次いで、処理した洗浄済みのターゲット材のうち２５枚（約５０ｋｇ）を真空中、８０
０℃において溶解し、ドロスを除去した後、大気中でカーボン製の鋳型に溶湯を注ぎ込み
、溶湯を大気中で冷却することにより、リサイクル鋳塊を製造した。リサイクル鋳塊に含
まれる不純物の量を、ＧＤＭＳ（ＶＧ　Ｅｌｅｍｅｎｔａｌ社製、ＶＧ９０００（型番）
）を用いて測定した。結果を上記の表４に示す。
【０１４２】
　条件１１
　　接合用のハンダ材：Ｉｎ
　　メタライズ用のハンダ材：Ｓｎ－Ｚｎ－Ｉｎ
　　水圧：２４５ＭＰａ
　　水量：１８．６Ｌ／ｍｉｎ
　　ノズル数：６個（ノズルヘッドは、（株）スギノマシン製、形式番号：ＭＮＨ－２５
０６－１５Ｃを使用（ノズルは、Ｐ．Ｃ．Ｄ．３６ｍｍの位置に配置））
　　ノズル径：０．３５ｍｍ（（株）スギノマシン製、形式番号：ＤＮ－０８３５）
　　ノズル距離：６０ｍｍ
　　回転速度：２０００ｍｉｎ－１

　　移動速度：４０００ｍｍ／ｍｉｎ
　　ライン処理：２回
　　オーバーラップ：５ｍｍ
　　洗浄処理：接合面、スパッタリング面および側面
【０１４３】
　実施例４の結果（表４）が示す通り、本発明の洗浄処理は、使用済みターゲットのハン
ダ材の厚みのばらつきにも影響されず、大量の使用済みターゲットの処理にも好適である
ことが明らかとなった。
　また、上記実施例及び比較例については、平板型ターゲット材について説明したが、バ
ッキングチューブに接合材を用いて接合される円筒型ターゲット材についても、同様の処
理を行うことにより、同結果を得ることができる。
【０１４４】
　本願は、２０１７年３月３０日に日本国で出願された特願２０１７－０６８４７０を基
礎としてその優先権を主張するものであり、その内容はすべて本明細書中に参照すること
により援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１４５】
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　本発明によると、例えば、上述の装置を用いて、使用済みのターゲット材を上述のよう
に洗浄することで、接合材およびバッキングプレートやバッキングチューブなどの支持部
材に由来する不純物に含まれる元素を実質的に含まない使用済みターゲット材を得ること
ができ、このような使用済みターゲット材を原料として再び鋳塊を製造することによって
、元のターゲット材と実質的に同一の組成を有するリサイクル鋳塊を得ることができる。
本発明によると、このようなリサイクル鋳塊から、元のターゲット材と実質的に同一の組
成を有するターゲット材を再生することができるので、ターゲット材のリサイクルに有用
である。
【符号の説明】
【０１４６】
　　１　ターゲット材
　　２　支持部材
　　３　接合材（又は接合層）
　　４　ハンダ層
　　５、５’　メタライズ層
　　１０、２０、３０　スパッタリングターゲット
　　１００　　装置
　　１０１　　ターゲット材（又はワーク）
　　１０２　　ノズルヘッド
　　１０３　　アクチュエータ
　　１０３Ｘ　Ｘ軸スライダ
　　１０３Ｙ　Ｙ軸スライダ
　　１０３Ｚ　Ｚ軸スライダ
　　１０４　　処理室
　　１０５　　搬送手段
　　１０６　　ロッド
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